
手当名 児童扶養手当 特別児童扶養手当 特別障害者手当 障害児福祉手当

届出期間 ８月１日（月）～８月 31 日（水） ８月 12 日（金）～９月９日（金）

制度
内容

父または母と生計を同じくしていない児童が育
成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与
するため、児童扶養手当を支給し、児童の福祉
の増進を図ることを目的とした制度です。
父親または母親がいない家庭（父親または母親
が重度の障害状態のときも含む）で、年度末ま
でに 18 歳に達する児童（障害のある場合は 20
歳未満）を養育する母、または父（父母以外の
養育者）に児童扶養手当を支給します。
※所得制限があります。（申請者本人および同
居の扶養義務者の所得額により、手当の一部ま
たは全部が支給停止となる場合があります。）

精神、知的または身体に障害
のある児童を家庭で監護・養
育している人に、国が特別児
童扶養手当を支給し、その児
童の福祉の増進を図ることを
目的とした制度です。

精神、知的または身体に重
度の障害があるため日常生
活で常時特別な介護を必要
とする状態の人に支給し、
障害者の福祉の向上を図る
ことを目的とした制度で
す。

精神、知的または身体に重
度の障害があるため日常生
活で常時介護を必要とする
状態の児童に支給し、障害
児の福祉の向上を図ること
を目的とした制度です。

対象者

次のいずれかに該当する児童
▷父母が婚姻を解消（離婚）した児童
▷父または母が一定の障害の状態にある児童
▷父または母の生死が明らかでない児童
▷父または母に引き続き１年以上遺棄されている
　児童
▷父または母が法令により引き続き１年以上拘禁
　されている児童
▷父または母が死亡した児童
▷母が婚姻によらない（未婚）で出産した児童
▷父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害
　者の保護に関する法律に基づく保護命令を受け
　た児童

20 歳未満の精神、知的または
身体に障害がある児童を家庭
で監護している父母か、養育
している養育者

【対象外になるとき】
▷児童が児童入所施設・社会
　福祉入所施設などに入所し
　ているとき
▷児童が障害を支給事由とす
　る年金を受けることができ
　るとき

20 歳以上で、重度の障害を重
複して有する人、これに準ず
る程度の障害を有する人

【対象外になるとき】
▷障害者が障害者支援施設・
　社会福祉入所施設などに入
　所しているとき
▷障害者が病院・診療所に継
　続して３カ月を越えて入院
　するに至ったとき

20 歳未満で、重度の障害が１
つ以上ある人

【対象外になるとき】
▷障害児が児童入所施設・社会
　福祉入所施設などに入所し
　ているとき
▷障害児が障害を支給事由と
　する年金を受けることがで
　きるとき

支給額

  月額（令和４年４月から改定）

※一部支給の場合、所得に応じて額が決定します。
　また、物価の変動により、支給額が変更される
　場合があります。

１級（重度）月額 52,400 円
２級（中度）月額 34,900 円
※障害者本人、障害者を扶養
　する人などの前年所得によ
　る支給制限があります。

月額 27,300 円
※障害者本人、障害者を扶養
　する人などの前年所得によ
　る支給制限があります。

月額 14,850 円
※障害児本人、障害児を扶養
　する人などの前年所得によ
　る支給制限があります。

支払
時期

請求した日の属する月の翌月分から支給します。
毎年奇数月５・７・９・11・１・３月の６回に分けて、
支給月の前月までの２カ月分をまとめて振り込み
ます。

請求した日の属する月の翌月
分から支給します。
毎年４・８・11 月の３回に分
けて、それぞれの月の前月ま
での４カ月分をまとめて振り
込みます。

請求した日の属する月の翌月分から支給します。
毎年２・５・８・11 月の４回に分けて、それぞれの月の前月
までの３カ月分をまとめて振り込みます。

問い合
わせ先

子育て支援課　児童母子係
☎０８６９ - ２６ - ５９４７

福祉課　障害福祉係
☎０８６９ - ２６ - ５９４３

届出先 福祉事務所（ゆめトピア長船）のみ 福祉事務所（ゆめトピア長船）、市民課（総合窓口）、牛窓支所、裳掛出張所

▽各種手当の届出期間など

児童数 全部支給 一部支給
１人目 43,070 円 43,060 ～ 10,160 円

２人目 10,170 円加算 10,160 ～ 5,090 円加算
以降児童が１人増すごとに下記の額を加算

１人ごと 6,100 円 6,090 ～ 3,050 円
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　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、食費などの物価高騰などに直面する子育て
世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行うため、低所得の子育て世帯の人へ給付金を支給
します。
　本給付金を受給するに当たって、申請が不要な人と申請が必要な人がいます。申請不要の人に
は、６月下旬に「申請不要」と記載した案内を郵送しています。
　申請が必要な人は、市ホームページをご確認いただき、給付金の対象となる人は、申請書を提
出してください。
　申請書は、市ホームページからダウンロード可能なほか、子育て支援課または本庁総合窓口・
各支所出張所でも配布しています。
　詳しくは市ホームページをご確認ください。

令和４年度低所得の子育て世帯に対する令和４年度低所得の子育て世帯に対する
            子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ　            子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ　

■ひとり親世帯分
▷対象者
　次の①～③のいずれかに該当するひとり親などの人
　①令和４年４月分の児童扶養手当の受給者
　②公的年金などを受給しており収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となっている人
　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者
　　と同じ水準となっている人
▷支給額　
　児童１人当たり５万円
※児童扶養手当受給者以外の人で対象となる人は、まずは子育て支援課へ
　ご相談ください。

■ひとり親世帯以外の世帯分
▷対象者
　下記１または２に該当する人
　１．次の①～③のいずれかに該当する令和４年度の住民税が非課税の人
　①令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者
　②高校生学齢の児童を養育する人
　③令和５年３月分までの新規児童手当・特別児童扶養手当の受給者
　２．新型コロナウイルス感染症の影響を受け、上記①～③のいずれかに
　　該当する人またはその配偶者のうち、生計主宰者の令和４年１月以降の
　　任意の月の収入が住民税非課税相当となった人
▷支給額　
　児童１人当たり５万円
▷その他
　公務員は、非課税であっても申請が必要です。

　　子育て支援課　☎０８６９ - ２ ６ - ５９４７申 問

　現在、児童扶養手当や特別児童扶養手当・特別障害者手当などを受けている人は、毎年８月１日
現在の状況を記載した「現況届（所得状況届）」の提出が必要です。これは、手当を引き続き受け
る要件の有無を確認するためです。現況届の提出がないと、支給を受けることができなくなります
ので、ご注意ください。なお、児童扶養手当の届出先は福祉事務所 ( ゆめトピア長船 ) のみとなっ
ています。提出の際はお間違いのないよう、ご注意ください。
　届出が必要な受給資格者の皆さんには、書類を郵送します。また、現在手当を受けておらず、該
当すると思われる人はご相談ください。

各種手当の届け出は期間内に各種手当の届け出は期間内に

ひとり親世帯分ひとり親世帯分

詳細はこちら詳細はこちら

詳細はこちら詳細はこちら

ひとり親以外の世帯ひとり親以外の世帯




